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自殺対策基本法 

（平成十八年六月二十一日法律第八十五号）

第一章 総則（第一条―第十条）

第二章 基本的施策（第十一条―第十九条）

第三章 自殺総合対策会議（第二十条・第二十一条）

附則

第一章 総則 

（目的）  

第一条  この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移しているこ

とにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らか

にするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進し

て、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健

康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。  

（基本理念）  

第二条  自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景

に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。  

２  自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に

精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。 

３  自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺

が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければなら

ない。  

４  自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行

う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。  

（国の責務）  

第三条  国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域

の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（事業主の責務）  

第五条  事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用す

る労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

（国民の責務）  

1/4ページ



第六条  国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。  

（名誉及び生活の平穏への配慮）  

第七条  自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の

名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなけ

ればならない。  

（施策の大綱）  

第八条  政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の

大綱を定めなければならない。  

（法制上の措置等）  

第九条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。  

（年次報告）  

第十条  政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施

の状況に関する報告書を提出しなければならない。  

第二章 基本的施策 

（調査研究の推進等）  

第十一条  国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並びに情報の収

集、整理、分析及び提供を行うものとする。  

２  国は、前項の施策の効果的かつ効率的な実施に資するための体制の整備を行うものとす

る。  

（国民の理解の増進）  

第十二条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する国

民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。  

（人材の確保等）  

第十三条  国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上

に必要な施策を講ずるものとする。  

（心の健康の保持に係る体制の整備）  

第十四条  国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係

る体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。  

（医療提供体制の整備）  

第十五条  国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそ

れがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神
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保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けや

すい環境の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行

う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の

確保等必要な施策を講ずるものとする。  

（自殺発生回避のための体制の整備等）  

第十六条  国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他

の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ず

るものとする。  

（自殺未遂者に対する支援）  

第十七条  国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者

に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。  

（自殺者の親族等に対する支援）  

第十八条  国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に

及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うために必

要な施策を講ずるものとする。  

（民間団体の活動に対する支援）  

第十九条  国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援する

ために必要な施策を講ずるものとする。  

第三章 自殺総合対策会議 

（設置及び所掌事務）  

第二十条  内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置く。  

２  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一  第八条の大綱の案を作成すること。  

二  自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。  

三  前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策

の実施を推進すること。  

（組織等）  

第二十一条  会議は、会長及び委員をもって組織する。  

２  会長は、内閣官房長官をもって充てる。  

３  委員は、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充

てる。  

４  会議に、幹事を置く。  

５  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。  

６  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。  

７  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。  
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附 則

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。  
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○新発田市民のきずなを深め「いのち」を守る条例 

平成23年6月29日

条例第17号

このまちに住む市民一人一人が、心身ともに健康で、家庭や地域で温かなきずなを感じながら笑顔があふれ

る日々を過ごすことが私たちの願いです。 

しかし、近年、国内で自殺による死亡者が多く発生し、新発田市においても、尊い命が自殺により失われる

事態となっています。 

このため、一人一人がきずなを深め「いのち」の大切さを認め合い、市民みんなで支え合う新発田市をつく

り上げていくため、この条例を制定します。 

(目的) 

第1条 この条例は、新発田市(以下「市」という。)の自殺対策を総合的に推進し、自殺の防止を図り、もって

市民が共に支え合う地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

(基本理念) 

第2条 自殺対策は、自殺が個人的な問題のみではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、

社会的な取組として実施されなければならない。 

2 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的な観

点からのみならず、自殺の実態に即して実施されなければならない。 

3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後

の事後対応の各段階に応じ効果的な施策として実施されなければならない。 

4 自殺対策は、市民が地域で支え合う地域福祉の増進という観点を踏まえ、地域の実態に則したきめ細かな施

策として実施されなければならない。 

5 自殺対策は、市、国、新潟県、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間団体、市民

等の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。 

(市の責務) 

第3条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、国、新潟県及び関係機関と協力しつつ、自殺に関する現状

を把握し、自殺対策を推進しなければならない。 

2 市は、次条及び第5条に規定する事業主及び市民の自殺防止等に関する取組を支援するものとする。 

(事業主の責務) 

第4条 事業主は、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るために適切な措置を講ずるなど自殺防止に向け

た取組を行うように努めるものとする。 

(市民の責務) 

第5条 市民は、自殺対策について関心と理解を深めるとともに、一人一人が自殺防止に向けた取組を行うよう

に努めるものとする。 

(名誉及び生活の平穏への配慮) 

第6条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏

に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。 

(財政上の措置等) 

第7条 市は、この条例の目的を達成するために、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(基本的施策) 

第8条 市は、次に掲げる自殺対策に関する施策を講ずるものとする。 

(1) 自殺対策に関する調査研究の推進 

(2) 自殺対策に関する市民の理解の増進 

(3) 自殺対策に関する人材の確保等 

(4) 心の健康づくりの相談体制の整備 

(5) 医療提供体制の整備 

(6) 自殺発生回避のための社会的取組の推進 

(7) 自殺未遂者、自殺者の親族などに対する支援 

(8) 自殺対策に関する活動を行う民間団体の当該活動に対する支援 

2 市は、前項各号に掲げる施策を実施するため、自殺対策行動計画を策定するものとする。 

(自殺対策会議の設置) 

第9条 市は、総合的な自殺対策を推進するため、市民、関係機関等で構成する自殺対策会議を設置するものと

する。 

(委任) 

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○松山市自殺対策基本条例 
平成24年10月4日

条例第48号
目次 
前文 
第1章 総則(第1条―第7条) 
第2章 基本的施策(第8条) 
第3章 推進体制(第9条) 
第4章 雑則(第10条・第11条) 
付則 
我が国は，自殺による死亡者が，14年連続で3万人を超えており，松山市においても，自ら

命を絶つ市民がここ数年120名前後で推移しています。 
自殺は，経済・生活・健康，将来への不安，また人と人とのつながりの問題など私たちの身

近にその要因があり，それらが複雑にからみあって深刻化した結果，追い込まれた末の死であ
ります。 
そのため，自殺を個人の問題ではなく社会全体の問題としてとらえ，地域の実情に応じた制

度の見直しや相談・支援体制の整備など，社会的な取組を充実することにより，「生きづらい
社会」から「暮らしやすい社会」へと転換していくことが求められています。 
このまちで暮らす市民一人一人が，自殺に対する関心と理解を深め，自殺対策の担い手とし

て寄り添い，共に支え合いながら，「心身ともに健康でいきいきと暮らせる 笑顔あふれるま
ち 松山」になることを目指し，この条例を制定します。 

第1章 総則 
(目的) 

第1条 この条例は，近年，自殺が重大な社会問題になっている状況に鑑み，松山市(以下
「市」という。)が，市民個人と，その家族を含めた周囲の人々の立場や心情に配慮しなが
ら，自殺対策を総合的に推進することにより，もって市民一人一人が，かけがえのない
「命」の大切さを考え，誰も自殺に追い込まれることのない地域社会の実現に寄与すること
を目的とする。 
(市の責務) 

第2条 市は自殺対策について，前文の精神にのっとり，国，愛媛県及び関係機関と連携しな
がら，自殺に関する現状を把握し，市の状況に応じた施策を策定し，実施しなければならな
い。 

2 市は，第4条及び第5条に規定する，市民及び事業主の自殺対策に関する取組を支援しなけ
ればならない。 

3 市は，自殺対策の担い手である市職員等が，心身ともに健康で職務に従事できるよう配慮
しなければならない。 
(学校等教育機関の責務) 

第3条 学校等教育機関は，自殺に対する正しい理解を深め，愛媛県，市，保護者及び関係機
関等と連携しながら，子どもたちが命の尊さを理解し，心身ともに健康な生活が送れるよ
う，また教職員等が心身ともに健康で職務に従事できるよう適切な措置を講じなければなら
ない。 
(市民の役割) 

第4条 市民は，自殺対策の当事者としての意識を持ち，自殺に対する正しい知識を習得し，
理解を深め，一人一人が自殺対策の担い手になれるよう努めることとする。 
(事業主の役割) 

第5条 事業主は，愛媛県，市及び関係機関等と連携しながら，その職場で働く全ての者が心
身ともに健康で職務に従事できるよう快適な職場環境づくりに努めることとする。 
(財政上の措置) 

第6条 市は，この条例の目的を達成するために，必要な財源の確保を含めた各種の措置を講
じなければならない。 
(報告) 

第7条 市は，毎年，市における自殺の概要，及び施策の実施状況を，議会に報告しなければ
ならない。 

第2章 基本的施策 
(松山市自殺対策基本計画の策定) 

第8条 市は，この条例の目的を達成するために，自殺対策基本計画を策定し，次に掲げる自
殺対策に関する施策を推進するものとする。 
(1) 自殺に関する調査・研究の推進 
(2) 自殺に関する市民の理解の推進 
(3) 自殺対策に関する人材の確保・育成 
(4) 心の健康づくりの相談体制の整備・充実 
(5) 医療機関との連携の確保 
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(6) 自殺発生回避のための社会的取組の推進 
(7) 自殺未遂者，自殺者の親族等関係者に対する支援 
(8) 自殺対策に関する活動を行う民間団体の当該活動に対する支援 

第3章 推進体制 
(松山市自殺対策推進委員会の設置) 

第9条 市は，自殺対策が関係機関等による密接な連携の下，実施されるようにするため，そ
の推進体制となる自殺対策に関係する行政，民間団体，有識者及び市民等で構成する自殺対
策推進委員会を設置するものとする。 

第4章 雑則 
(規則への委任) 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 
(条例の見直し) 

第11条 この条例は，自殺対策基本法(平成18年法律第85号。)の改正等，必要に応じて見直
しを行うものとする。 

付 則 
この条例は，平成25年4月1日から施行する。 
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　　　 平成２５年３月２２日　議決
        平成２５年３月２５日　公布
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